
税 

金

◆
◆
◆

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
措
置

個
人
所
得
課
税
の
見
直
し
に
伴
い
、
令

和
3
年
度
（
2
0
2
1
年
度
）
か
ら
軽

減
判
定
基
準
所
得
が
変
更
に
な
り
ま
し

た
。
国
保
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
世
帯
の
所
得
基
準
額
は
下
の
表
の
計
算

で
確
認
で
き
ま
す
。

国
保
の
納
税
義
務
者
、
世
帯
に
属
す
る

被
保
険
者
、
お
よ
び
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
の
総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
が
、
表
の

計
算
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
基
準
額
を

下
回
れ
ば
、
課
税
す
る
均
等
割
・
平
等
割

が
該
当
す
る
割
合
の
軽
減
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

軽
減
を
受
け
る
た
め
の
申
請
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
が
、
原
則
的
に
世
帯
の
対
象
者

全
員
の
所
得
申
告
な
ど
が
さ
れ
て
い
な
い

と
軽
減
判
定
が
で
き
な
い
た
め
、
未
申
告

者
が
一
人
で
も
い
れ
ば
軽
減
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
収
入
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
所
得
申
告
が
必
要
で
す
。

問

税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
へ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
が

困
難
に
な
っ
た
場
合
は
、
徴
収
猶
予
や
減

免
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
制
度
を
受
け
る

た
め
に
は
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
各
担

当
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
【
国
民
健
康
保
険
税
】税
務
課（
吉
備
庁
舎
）

【
介
護
保
険
料
】長
寿
支
援
課（
金
屋
庁
舎
）

【
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
】
住
民
課

（
吉
備
庁
舎
）・
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
☎
0
7
3
‐
4
2
8

‐
6
6
8
8医 

療

◆
◆
◆

老
人
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

満
67
歳
以
上
70
歳
未
満
の
方
の
う
ち
、

次
の
①
～
⑤
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す

方
を
対
象
と
し
た
医
療
費
の
助
成
制
度
で

す
。
所
得
や
資
産
の
保
有
状
況
は
毎
年
変

動
す
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
更
新
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。

な
お
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は

事
前
に
案
内
と
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
証
な
ど
を
お
持
ち
に
な
り
、
手
続
き

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が
遅
れ
た

場
合
は
、
資
格
の
適
用
が
遅
れ
る
場
合
が

あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

で
、
現
在
受
給
さ
れ
て
い
な
い
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
受
給
要
件

①
世
帯
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る

こ
と
。

②
世
帯
全
員
の
収
入
の
合
計
が
次
の
基
準

以
下
で
あ
る
こ
と
（
遺
族
年
金
、
障
害

年
金
な
ど
あ
ら
ゆ
る
収
入
を
含
む
）。

　

１
人　

１
０
０
万
円

　

２
人　

１
４
０
万
円

　

３
人　

１
８
０
万
円

※
以
後
１
人
増
え
る
ご
と
に
40
万
円
加
算

③
預
貯
金
・
国
債
・
株
式
な
ど
が

３
５
０
万
円
×
世
帯
人
数
以
下
で
あ
る

こ
と
。

④
現
在
お
住
ま
い
の
土
地
・
家
屋
以
外
の

活
用
で
き
る
資
産
（
田
畑
山
林
な
ど
直

ち
に
処
分
が
難
し
い
も
の
は
除
く
）
を

有
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
世
帯
以
外
の
方
か
ら
扶
養
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

軽減割合 軽減判定基準額

２割 総所得金額の合計が
43万円＋（国保被保険者数＋特定同一世帯所属者数）×52万円＋ 10万円×（給与所得者等の数－1）　以下

５割 総所得金額の合計が
43万円＋（国保被保険者数＋特定同一世帯所属者数）×28万 5千円＋ 10万円×（給与所得者等の数－1）　以下

７割 総所得金額の合計が　43万円＋ 10万円×（給与所得者等の数－1）　以下

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、
　後期高齢者医療の被保険者となった後も世帯主が変わらず同一の世帯に属する方をいいます。
※給与所得者等とは、給与所得を有する方、および公的年金等に係る所得を有する方をいいます。

お知らせお知らせ

広報ありだがわが
アプリで読める！

広報ありだがわと
町議会広報かわらば
んをアプリ「マチイ
ロ」でご覧いただけ
ます。

マチイロ

423 広報ありだがわ　2021.7


